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論　　文　　の　　要　　旨

　本論文はラ登校拒否症児のうちでも従来は治療困難とされた非低年令群や慢性例に対して害短期

入院療法を行った結果についての報告である。対象者は、筑波大学附属病院の一般診療外来を不登

校を主訴として受診し，東京近郊に所在するU精神病院に入院し，短期入院療法を受けた症例のう

ちラ精神分裂病1そううつ病ラおよび非行によるものを除いた95例中ヨ下記に述べる評価基準6項

目について調査可能な程度に資料の揃っているもの92例である。その評価基準とは①登校（出勤）

状況ヨ②攻撃性ラ③学校（職場）での対人関係ヨ④親との対人関係ヨ⑤身体症状ラ⑥精神症状の6

つである。さらに。その各指標について5段階評価を行い。入院直前，退院後亙カ月目事および予

後調査として言昭和60年8月（退院後平均2年8ケ月）の3つの時点での状態を比較検討した。更

にヨ治療の焦点である杜会復帰に関して害外来通院治療のみを受けた症例を対照群として比較した。

対照としたのは，外来治療のみを受げた群のうち，初診時点で評価基準のうちの登校（出勤）状況

が3あるいは4の状態を呈しており昏かつ初診から短期入院療法の平均治療期間にあたるu1．0日

以上の経過を追うことができた24症例のすべてでありヨ症度が中等度ないし重度で入院をすすめた

が応じなかった事例である。対象となった事例に対して害短期入院療法を施行した結果、86．9％の

社会復帰率が実現された。また入院直前と退院後1ケ月目の状態を比較した結果ヨ調査した6つの

指標すべてで有意の改善を示した。さらに退院後平均2年7ケ月目の状態については短期入院療法
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を受けた92名のうち。83名について調査できた。登校（出勤）状況ではヨ有意の改善，あるいは悪

化を認めなかったが，他の5指標では危険率に差はあったがヨいずれも有意の改善を認めた。一方

性差1年令ヨ退院後の期間ヨおよび治療条件と予後との関連についてはヲいずれの条件でも，調査

した6指標について有意差を認めた。対照群（外来治療群）との比較ではヨ短期入院群の杜会復帰

成功率86．9％に対し。対照群では25．0％で有意水準0，001の明らかな有意差があった。薬物療法を

行った群と行わなかった群では雪前者の社会復帰率90．9％ヨ後者の社会復帰率78．8％ヨ前者の攻撃

性改善率90．8％，後者の攻撃性改善率39．5％で攻撃性の改善について有意差を認めた。この治療効

果の得られた機制についていえばヨこの治療法の6つの柱が大きな要素となっていると考えられる。

即ち①外部からの遮断と心理的安静、②緊密な治療関係の形成、③向精神薬療法ヨ④生活指導ラ⑤

家族（学校）への働きかけと段階的杜会復帰がそれである。このうち①は登校拒否の心理的機制の

うちヨJohnson．Aのいう「分離不安説」で指摘される母親との適切な分離をなしとげる機会を患者

に与える。更にLeventah1，Iの「自已像論」でいわれる過大評価した自已像を保持するためヨ学校場

面の脅威から逃れることによって生じる「母一子密着」に対しても解消の機会を与える。②はラ主

治医ラ指導する医師ヨおよび看護者の協力によって主治医と患者の問に緊密な治療関係を形成する

ことによりヨ自立を促進するものである。③の薬物療法は、患者の他罰的ヨ被害的観念を伴う思考

障害王あるいはさまざまな神経症様症状に対して効果を示す。④生活指導は。「自已像論」等で指摘

される自我不全をもたらす幼児期の発達課題の不履行を履行しなおす機会を与える。そして登校拒

否症を雪患者のみの病理としてとらえず，⑤家族療法ラ⑥杜会（学校）への働きかけヨ又は段階的

杜会復帰を行いヨ環境の改善につとめる。以上の諸手段の総合的作用によって、この治療法はヨ単

なる症状除去的療法でなく、退院後に根本的問題解決を目指して患者自身が歩み出す契機を与える

ものとレ）える。

審　　査　　の　　要　　旨

　本研究は、登校拒否症ヨすなわち狭義の精神病および非行型における怠学とは異なる心因性の不

登校群に対する短期入院療法開発の試みである。登校拒否症中でも従来ラ低年令ラ低学年のほうが

治療効果があがりやすいとされている。また発症から短期入院療法を開始するまでに平均2年を経

過しているがヨ発症から治療開始までの期聞が短いほど予後がよいとされている。本研究は初診時

平均年令が16．5歳（13～19歳）と比較的高年令で、かつ初診までに他機関で治療を受けた経験のあ

る例が90．2％を占めヨ他機関の数も平均1．8箇所となっておうヨすでに治療者への不信雪治療意欲

の喪失などが始まっており，高年令、慢一性化し極めて治療の困難な群といえる。この研究では，こ

の対象に対して、社会復帰率86．9％というよい治療成績をあげている。登校拒否症に対する治療方

法の開発はラ今日の社会で最も強く期待されている事柄でありヨ本研究はその社会的要請に応えた

ものである。更に，本研究では、入院群と通院群害薬物投与群と非投与群等との比較検討もなされ
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ており，先行文献との比較もなされているのでヨ少なく共ヨ入院により総合的治療接近を行うこと

の有効性は立証されたといえよう。細部ヨとくに各治療原則の有効性の要因分析については今後検

討を要するがヨ社会的要請に答えた。この領域での先駆的業績である。

　よってヨ著者は医学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。

一221一


